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Ⅰ．社会福祉法人定款変更申請等手続きの注意事項  

 １ 申請書類の提出部数はすべて正本 1 通、副本 1 通の計 2 通です。 

  

 ２ 認可申請が必要な事項の定款変更は、理事会及び評議員会の決議があ

っても、所轄庁の認可がないと効力が生じませんので、定款変更の認可

申請は、十分ゆとりをもち、申請が事後とならないように提出してくだ

さい。 

 

 ３ 定款変更の届出は理事会及び評議員会の議決により定款の変更の効力

が生じますが、評議員会等の議決後に、速やかに提出してください。 

 

 ４ 定款の変更に効力が生じた後は、速やかに新しい定款を貴法人のホー

ムページ等において公表してください。 

 

 ５ 社会福祉法人定款例中の必要的記載事項については必ず記載すること、

相対的記載事項については定款にその記載がなければ法令上、効力が生

じないことに注意してください。 

 

 ６ 定款の変更を行う場合に、租税特別措置法第４０条の特例の適用を受

ける法人においては、当該特例を受けることが可能な記載となるよう、

平成２８年１１月１１日付け厚生労働省発出通知「社会福祉法人制度改

革の施行に伴う定款変更に係る事務の取扱いについて」に記載された特

例を受けるための留意点も参照してください。 

 

 ７ 資料として原本の写し（例 議事録の写し、契約書の写し等）を添付

する場合は、必ず原本証明を行ってください。 

    （文例） 

原本の写しに相違ないことを証明する。 

             年   月   日 

              社会福祉法人○○○○ 

              理事長   △△△△ ○印  
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 ８ 当該定款変更が法人の登記事項に関するものであれば、所轄庁の認可申

請書が到達した日から、2 週間以内に変更の登記をしなければなりません。 

   （定款を変更した場合に変更登記が必要な事項） 

   ・目的、事業（定款例第 1 条） 

・名称（定款例第 2 条） 

・事務所の所在地（定款例第 4 条） 

   

９ 定款変更については法令等に定められた要件を満たす必要があるため、

理事会及び評議員会において審議する前に、社会福祉課法人監査グループ

に相談して下さい。  
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Ⅱ．認可申請手続きについて  

  １ 事業の追加・廃止 

   １ 申請の時期 

   （１） 事業を追加しようとする場合には、当該事業を開始するまでに

定款変更の認可を受けていなければなりません。事業を開始しよ

うとする概ね２か月前から事前協議を行っていただき、事業開始

予定日の１か月前には申請書を提出してください。 

        なお、施設整備を伴う事業については、建設の工事請負契約締

結後、速やかに定款変更の事前協議に入り、基礎工事完成後、認

可申請書を提出してください。 

    （２） 事業を廃止した場合は、直ちに決算を行い、残余財産の処分方

法について決定し、遅滞なく定款変更の認可申請書を提出してく

ださい。 

 

    ２ 申請書類は別表１のとおりです。 

     【別表１】 

 申請書類 事業追加 
事業

廃止 
備考 設置

経営 

受託

経営 

１ 申請書 ○ ○ ○  

２ 評議員会及び理事会議事録 

書面又は電磁的記録による同意書 

○ ○ ○ 原本証明 

３ 財産目録 ○    

４ 変更後の定款 ○ ○ ○  

５ 現行の定款 ○ ○ ○  

６ 添付書類目録 △ △  任意作成 

７ 事業計画書 ○ ○   

８ 収支予算書 ○ ○   

９ 受託事業の概要説明書  ○   

１０ 受託契約書・契約を確認できる書類   ○  原本証明● 

１１ 受託事業に関係する条例等  ○   

１２ ※施設建設を伴う場合 

予算書又は決算書 △    

補助金等の決定書 △   原本証明 

助成金決定書 △   原本証明 
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借入金決定書又は受理証明書等 △   原本証明 

借
入
金
関
係 

償還計画表 △    

償還金贈与契約書 △   原本証明 

償還金贈与者の所得証明書 △    

〃の身分証明書 △    

〃の印鑑登録証明書 △    

〃の残高証明書 △   原本証明 

資
金
調
達
関
係 

建築資金贈与契約書 △   原本証明 

建築資金贈与者の所得証明書 △    

〃の身分証明書 △    

〃の印鑑登録証明書 △    

〃の残高証明書 △   原本証明 

各種補助要綱 △    

工事関係契約書、見積書、領収書 △   原本証明 

不動産売買契約書 △   原本証明 

不動産登記事項証明書 △   原本証明 

建築確認書 △   原本証明 

図面（土地及び建物） ○ ○   

１３ 法人会計等決算書 ○ ○ ○  

１４ 施設長就任承諾書、履歴書及び施設長

の資格を有することを証する書類 

○ △  原本証明 

１５ 廃止事業に係る財産の処分方法   ○ 任意様式 

１６ 事業の廃止届又は廃止認可書   ○ 原本証明 

１７ 基本財産処分承認書    △ 原本証明● 

      ○印：必ず必要となる書類、△印：内容によって必要とする場合がある書類 

        ●印については、大垣市が交付した場合、原本証明は不要である。 
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２ 評議員・役員の定数変更 

１ 申請の時期 

     適宜申請を行ってください。 

     なお、役員等の定数の変更は、所轄庁の認可がなければ効力を生じ

ませんので、定数増による役員等の選任を行っても、定款変更の認可

があるまでは、その者は役員等として評議員会、理事会に参加するこ

とはできません。 

   ２ 申請書類は別表２のとおりです。 

     【別表２】 

 申請書類 評議員・役員 

定数変更 

備考 

１ 申請書 ○  

２ 評議員会及び理事会議事録 

書面又は電磁的記録による同意書 

○ 原本証明 

３ 変更後の定款 ○  

４ 現行の定款 ○  

５ 評議員名簿、役員名簿（現在の名簿及び

定数変更後の候補者の名簿） 
○ 

 

     ○印：必ず必要となる書類、△印：内容によって必要とする場合がある書類 

 

 

  ３ 条文の整理 

   １ 申請の時期 

    適宜、理事会及び評議員会の決議を受け、その後速やかに提出してく

ださい。 

   ２ 申請書類 

    申請書類は別表３のとおりです。 

     【別表３】 

 申請書類 条文の整理 備考 

１ 申請書 ○  

２ 評議員会及び理事会議事録 

書面又は電磁的記録による同意書 

○ 原本証明 

３ 変更後の定款 ○  

４ 現行の定款 ○  

         ○印：必ず必要となる書類、△印：内容によって必要とする場合がある書類 
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Ⅲ．届出手続きについて  

  １ 基本財産の増加 

   １ 届出の時期 

    基本財産を増やした場合には、速やかに会計処理を行い、不動産につ

いては登記の変更も行ったうえで提出してください。 

 

   ２ 手続き上の注意点 

   （１） 基本財産の変更については、次に掲げるような既存部分には変

動が生じない単純な増加の場合に限り届出で足りることになって

います。 

       [例] １ 土地の追加取得 

         ２ 建物の新築及び既存建物の一部取壊しを伴わない増築 

         ３ 現金（基金）の増加 

   （２） 基本財産処分を伴う基本財産変更の場合には、基本財産処分承

認申請及び定款変更認可申請が必要になります。(参照：Ⅴ) 

   （３） 建物新築後、基本財産となる建物附属設備（スプリンクラー、

エレベーター、冷暖房設備等）を整備した場合で、建物面積に増

加が生じない場合は、基本財産増加の手続きは必要ありません。      

    

３ 提出書類 

    提出書類は別表４のとおりです。 

     【別表４】 

 提出書類 不動産 現金 

(基金) 
備考 

土地 建物 

１ 変更届 ○ ○ ○  

２ 評議員会及び理事会議事録 

書面又は電磁的記録による同意書 

○ ○ ○ 原本証明 

３ 財産目録 △ △ ○  

４ 変更後の定款 ○ ○ ○  

５ 現行の定款 ○ ○ ○  

６ 添付書類目録 △ △  任意作成 

７ ※施設建設を伴う場合 

予算書又は決算書 △ △   

補助金等の決定書 △ △  原本証明 

助成金決定書 △ △  原本証明 
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借入金決定書又は受理証明書等 △ △  原本証明 

借
入
金
関
係 

償還計画表 △ △   

償還金贈与契約書 △ △  原本証明 

償還金贈与者の所得証明書 △ △   

〃の身分証明書 △ △   

〃の印鑑登録証明書 △ △   

〃の残高証明書 △ △  原本証明 

資
金
調
達
関
係 

建築資金贈与契約書 △ △ △ 原本証明 

建築資金贈与者の所得証明書 △ △   

〃の身分証明書 △ △   

〃の印鑑登録証明書 △ △   

〃の残高証明書 △ △  原本証明 

各種補助要綱 △ △   

工事関係契約書、見積書、領収書  △  原本証明 

不動産売買契約書(又は不動産贈与契約書) △  △  原本証明 

不動産登記事項証明書 ○ ○  原本証明 

建築確認書(又は検査済書)  △  原本証明 

図面（土地の公図及び建物の図面） ○ ○   

８ 法人会計等決算書 ○ ○ ○  

９ 法人残高証明書   ○  

         ○印：必ず必要となる書類、△印：内容によって必要とする場合がある書類 

  

  

２ 事務所の所在地の変更 

   １ 届出の時期 

法人の事務所所在地の変更登記終了後、速やかに提出してください。 

 

２ 手続き上の注意点 

    法人の事務所は、社会福祉協議会等施設の経営を伴わない法人を除

き、原則として、法人が経営する施設内に置くようにしてください。 

   ※主たる事務所は、法人の運営や業務の一般的総括を行なうところであ

り、民法の公益法人の場合と同様に主たる事務所の所在地が当該社会

福祉法人の住所となります。（法第 28 条） 
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   ３ 提出書類 

    提出書類は別表５のとおりです。 

    【別表５】 

 提出書類 事務所の 

所在地の変更 

備考 

１ 変更届 ○  

２ 評議員会及び理事会議事録 

書面又は電磁的記録による同意書 

○ 原本証明 

３ 変更後の定款 ○  

４ 現行の定款 ○  

５ 法人登記簿謄本 ○  

 

 

 

  ３ 公告方法の変更 

   １ 届出の時期 

理事会及び評議員会において決議後、速やかに提出してください。 

 

   ２ 提出書類 

    提出書類は別表６のとおりです。 

     【別表６】 

 提出書類 公告方法の 

変更 

備考 

１ 変更届 ○  

２ 評議員会及び理事会議事録 

書面又は電磁的記録による同意書 

○ 原本証明 

３ 変更後の定款 ○  

４ 現行の定款 ○  
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Ⅳ．承認申請手続きについて  

  １ 基本財産担保提供 

   １ 申請の時期 

    基本財産担保提供としては、施設建設、施設整備、不動産購入資金及

び運転資金の借入に当たって、独立行政法人福祉医療機構、金融機関等

に対して基本財産である土地や建物を担保に提供する場合が考えられま

すが、当該財産を担保提供するまでに所轄庁の承認を受ける必要があり

ます。 

    したがって、財産を担保提供しようとする前から事前に相談し、担保

提供予定日の 1か月前を目安に申請書類を提出してください。 

     

   ２ 手続き上の注意点 

   （１） 基本財産担保提供承認を得てから、担保設定及び借入を行って

ください。 

   （２） 既に担保として提供している物件の変更を行う場合についても、

所轄庁の承認が必要です。 

（３） 独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人福祉医療機構と協

調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して、基本財産を

担保として提供する場合（定款に、定款例第 29 条ただし書と同

様の規程がある場合に限る。）には承認は不要です。 

 

   ３ 申請書類 

    申請書類は別表７のとおりです。 

    【別表７】     

 申請書類 不動産取得

の借入 

運営資金の

借入 

担保物件の

変更 
備考 

１ 申請書 ○ ○ ○  

２ 評議員会及び理事会議事録 

書面又は電磁的記録による同意書 
○ ○ ○ 

原本証明 

３ 財産目録 ○ ○ ○  

４ 不動産登記事項証明書 ○ ○ ○ 原本証明 

５ 補助金上の財産処分手続き完了を

証する書類（承認者が大垣市長以

外の者である場合） 

△ △ △ 

 

６ 資金計画書 ○ ○ ○ 原本証明 
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７ 資
金
調
達
関
係 

補助金、助成金等の決定通

知書 

△  △ 原本証明 

建設資金贈与契約書 △  △ 原本証明 

建設資金贈与者の所得証明

書 

△  △  

〃の身分証明書 △  △  

〃の印鑑登録証明書 △  △  

〃の残高証明書 △  △ 原本証明 

借
入
金
関
係 

借入金決定通知書（受理証

明書） 
○ ○ ○ 

原本証明 

償還計画表 ○ ○ ○  

償還金贈与契約書 △ △ △ 原本証明 

償還金贈与者の所得証明書 △ △ △  

〃の身分証明書 △ △ △  

〃の印鑑登録証明書 △ △ △  

〃の残高証明書 △ △ △ 原本証明 

８ 各種補助要綱 △ △ △  

９ 工事関係契約書、見積書、領収書 △  △ 原本証明 

10 売買関係契約書、見積書、領収書 △  △ 原本証明 

11 図面（土地及び建物） ○ ○ ○  

12 法人会計等決算書 ○ ○ ○  

13 事業計画書 ○ ○   

14 現行の定款 ○ ○ ○  

○印：必ず必要となる書類、△印：内容によって必要とする場合がある書類 
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Ⅴ．基本財産処分を伴う基本財産の変更について  

  法人が所有する基本財産の処分を伴って定款に記載された基本財産の内容

を変更する場合には、１ 基本財産処分の承認の申請及び２ 定款に記載さ

れた基本財産の変更の申請が必要です。 

  なお、土地の追加、建物の単純な増築（既存建物の一部取壊しを伴わない

もの）等、既存の基本財産に全く変動が生じない場合には、「基本財産の増

加（届出）」による届出のみとなります。（参照：Ⅲ－１） 

 

 

１ 基本財産処分の承認 

   １ 申請の時期 

    基本財産処分としては 

（１）基本財産の取壊し、売却、交換、貸与 

（２）運用財産、公益事業または収益事業用財産への切替え 

（３）基本財産基金の取崩し 

が考えられますが、当該財産を処分するまでに所轄庁の承認を受ける

必要があります。 

    したがって、財産を処分しようとする前から事前協議に入り、財産処

分予定日の 1か月前を目安に申請書を提出してください。 

 

   ２ 手続き上の注意点 

     社会福祉施設の改築にあたり老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補

助が行われる場合は、基本財産の処分承認申請は不要です。 

なお、この場合であっても２ 定款に記載された基本財産の変更の

申請は必要です。 

 

   ３ 申請書類 

    申請書類は別表８のとおりです。 

    【別表８】 

 申請書類 不動産

売却等 

建物 

取壊し 

基金 

取崩し 
備考 

１ 申請書 ○ ○ ○  

２ 評議員会及び理事会議事録 

書面又は電磁的記録による同意書 
○ ○ ○ 

原本証明 

３ 財産目録 ○ ○ ○  



12 

 

４ 不動産登記事項証明書 ○ ○  原本証明 

５ 預金残高証明書   ○ 原本証明 

６ 不動産の価格評価書(市町村、銀行

発行の評価書又は不動産鑑定書等) 

○   原本証明 

７ 取

り

壊

し

工
事
関
係 

予算書  ○   

工事関係契約書、見積書等   ○  原本証明 

跡地の利用計画書  ○   

８ 法人会計等決算書 ○ ○ ○  

９ 売却価格等を証する書類 ○    

10 売却金等の使途計画書 ○  ○  

11 施設建設(改築)計画書 △ △ △  

12 図面(土地及び建物） 
○ ○  

処分物件を

色分けする 

13 現行の定款 ○ ○ ○  

         ○印：必ず必要となる書類、△印：内容によって必要とする場合がある書類 

             ※運用財産等への切替えの場合には、切替え後の用途が分かる任意様式の書類も提出して

ください。 

 

 

２ 定款に記載された基本財産の変更 

   １ 申請の時期 

    あらかじめ、基本財産の処分承認を受けて処分を行った後、速やかに

会計処理を行い（不動産については、登記の変更も必要）、定款変更の認

可申請書を提出してください。 

 

   ２ 申請書類 

     申請書類は別表９のとおりです。 

     【別表９】 

     申請書類 土地取得 

建物新築 

建物の

増改築 

基本財

産処分 
備考 

１ 申請書 ○ ○ ○  

２ 評議員会及び理事会議事録 

書面又は電磁的記録による同意書 
○ ○ ○ 

原本証明 

３ 変更後の定款 ○ ○ ○  

４ 現行の定款 ○ ○ ○  
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５ 添付書類目録 △ △  任意様式 

６ ※施設建設を伴う場合 

予算書又は決算書 △ △   

補助金等の決定書 △ △  原本証明 

助成金決定書 △ △  原本証明 

借入金決定書又は受理証明書等 △ △  原本証明 

借
入
金
関
係 

償還計画表 △ △   

償還金贈与契約書 △ △  原本証明 

償還金贈与者の所得証明書 △ △   

〃の身分証明書 △ △   

〃の印鑑登録証明書 △ △   

〃の残高証明書 △ △  原本証明 

資
金
調
達
関
係 

建築資金贈与契約書 △ △  原本証明 

建築資金贈与者の所得証明書 △ △   

〃の身分証明書 △ △   

〃の印鑑登録証明書 △ △   

〃の残高証明書 △ △  原本証明 

各種補助要綱 △ △   

工事関係契約書、見積書、領収書 △ △  原本証明 

不動産売買契約書 △ △ △ 原本証明 

不動産登記事項証明書 △ △ △ 原本証明 

建築確認書 △ △  原本証明 

図面（土地及び建物） ○ ○ △  

７ 法人会計等決算書 ○ ○   

８ 廃止事業に係る財産の処分方法   ○  

９ 事業の廃止届又は廃止認可書等   △ 原本証明 

１０ 基本財産処分承認申請書  △ ○ 原本証明 ● 

     ○印：必ず必要となる書類、△印：内容によって必要とする場合がある書類 

       ●印については、大垣市が交付した場合、原本証明は不要である。 

 


